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要    約 

 

1. サーキュラーエコノミーの形成が世界的に推進されており、その中でも EV 電池は大きな注目

を集めている。特に EV 電池はレアメタルを含むことから、世界各国では電池サプライチェー

ンのブロック化が進んでいる。EU では EU 電池規則に基づきデジタル・バッテリーパスポート

等の様々な施策の段階的実装が進められている。米国では、上流・中間材の輸入依存を抑

制する動きを強めており中国依存脱却が進む。中国では、原材料確保から精錬・材料加工

までを自国企業が自前で担うなど、サプライチェーンにおける自律性がこれまで以上に重視

されている。このように、EV の主要市場を中心として、世界的に重要鉱物の保護主義の時代

が到来している。わが国では中古 EV の海外流出が大きな課題となっており、このままでは使

用済み電池の単純な受け入れ国に転落するリスクを有しているといえ、経済安全保障インフ

ラとして EV 電池のサーキュラーエコノミー形成を進めなければならない。 

 

2. わが国では、政府により EV 電池のサーキュラーエコノミー形成に資する政策が打ち出され

ており、地方自治体においても EV 電池の循環を志向する実証的な取り組みが進められてい

る。また、民間事業者は将来的な市場拡大への期待から参入を進めており、近年では電池

診断技術を活用したサービスの実装や、リサイクルプラントの建設など事業化に向けた動き

が見られる。しかし、依然として中古 EV の海外流出に歯止めがかかっておらず、本論での試

算によれば 2024 年時点で中古 EV の約 8 割が海外に流出しており、流出しているレアメタ

ルの累計重量は約 4,300t と推測された。各国で保護主義的な政策が推進され地政学的リス

クが高まる中で、わが国が“EV 鉱山”と呼ぶべき本分野における都市鉱山を活用して EV 電

池のサーキュラーエコノミーを実現する道筋を立てる必要がある。 

 

3. わが国の課題として、中古 EV の海外流出の実態把握と効果的な対策の立案、地方自治体

や民間企業の取り組みと連動したリユース・リサイクル市場形成に向けた普及政策の提示が

挙げられる。地方自治体や民間企業では実証的な取り組みが事業化に至らない事例も散見

されており、パートナーの探索支援などを通じて様々な取り組みやそこで得られたノウハウを

有機的に連動させ、“点の動き”を“線の動き”に、そして将来的には“面の動き”に変えるべく、

資源循環プロセスに組み込む動きが求められる。さらに、前後のプロセスを連動させるには、

中古 EV やリユース電池の価値を適正に評価する仕組みが不可欠であり、そのためのキー

テクノロジーとして位置付けられる電池診断技術の利用環境整備が急務である。 

 

4. EV 電池のサーキュラーエコノミー形成に向けて、プロセスごとの処理技術（解体技術、リユー

ス技術、リサイクル技術）の開発は重要であるが、それに加えて網羅的に資源循環を促進す

る取り組みも必要である。そのための施策として、（１）リユース・リサイクル市場形成に向けた

普及政策の策定、（２）電池診断技術の利用・運用方針の整備、（３）中古 EV やリユース電池

が有する非経済価値の評価指標の構築、（４）中古 EV とリユース電池のユーザーの発掘・需

要開拓、（５）「加工貿易型サーキュラーエコノミー」の形成、を提案する。 
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１． EV 電池のサーキュラーエコノミーとは 

１．１ サーキュラーエコノミーとは 

サーキュラーエコノミー（循環経済）は、資源を採取して大量生産・大量消費をした後に物や資

源を廃棄するリニアエコノミー（線形経済）に代わる新たな経済モデルである。2012 年にエレン・マ

ッカーサー財団（Ellen MacArthur Foundation）が世界経済フォーラムにおいて提唱したことに端

を発し[1]、2015 年の EU 循環経済行動計画（Circular Economy Action Plan）[2]を契機として世

界的に広く認知されるようになった。わが国では経済産業省の循環経済ビジョン 2020[3]において、

「環境活動としての 3R から経済活動としての循環経済への転換」が掲げられた。令和 6 年 7 月の

関係閣僚会議において、岸田前首相は「循環経済は国家戦略として取り組むべき政策課題であ

る」と発言しており、わが国においてサーキュラーエコノミーの重要性が高まっている[4]。 

サーキュラーエコノミーの枠組みは多様であるが、エレン・マッカーサー財団が提唱した「バタフ

ライ・ダイアグラム」が基本的な概念として知られており[1]、工業製品などの「枯渇性資源」の循環

から構成される「技術サイクル」と、生分解可能な「再生可能資源」の循環から構成される「生物サ

イクル」から循環が構成される。また、サーキュラーエコノミーの 3 原則として、①自然システムを再

生する、②最大限の有用性を保ったまま製品と原料を使い続ける、③廃棄物・汚染を生み出さな

いデザイン・設計を行う、という内容が示されている。 

これまで、資源循環の概念は 1R（Recycle）から 3R（Reduce、Reuse、Recycle）へ、そして 3R か

らサーキュラーエコノミーへと進展してきた。3R とサーキュラーエコノミーは類似する概念であるが、

図 1-1 に示すように、3R ではあくまでも廃棄物が発生することを前提としながらできるだけ廃棄物

を減らす、あるいは有効活用することが想定されており、拡大生産者責任の観点から廃棄物管理

段階におけるサプライヤーの対応が重視される[5]。一方、サーキュラーエコノミーでは廃棄物を

資源と捉えて、廃棄物の発生量を最小化しながら利用価値を最大化するという点に大きな違いが

あり、サプライヤーのみならずユーザーの行動も重要となる。環境省では循環経済（サーキュラー

エコノミー）を、「従来の 3R の取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活

用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の

最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止などを目指すもの」と定義している[6]。 

 

 

図 1-1：3R とサーキュラーエコノミーの違い 
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サーキュラーエコノミーは、環境保護と経済成長を持続可能な形で両立させるためのアプロー

チとみなされ、一般的には表 1-1 に示す 7 つの点において重要であるとされる。 

 

表 1-1：サーキュラーエコノミーの形成がもたらす効果 

 

 

  

従来のリニアエコノミーと異なり、限りある天然資源を最大限に活用することで
資源の枯渇を防ぐ。

資源の効率的利用

廃棄物の削減や資源・製品の再利用によって、環境への悪影響を抑制する。
製品・資源の長期利用や循環利用により廃棄物の発生量が最小化される。

環境への負荷軽減

新たなビジネスや市場が創出されることで技術の発展や雇用機会の創出に貢献し、
経済の持続可能な成長を促進する。

持続可能な経済成長

温室効果ガスの排出を抑制し、気候変動の緩和に寄与する。製品の循環利用や
廃棄物の削減は、エネルギー消費の抑制、CO2排出量の削減に貢献する。

気候変動への対応

企業や消費者がサーキュラーエコノミーに貢献する行動を選択することにより、
社会全体の持続可能性が高まる。さらに、資源採掘に伴う児童労働等の
人権問題の解決に貢献する。

社会的責任の実現

長期的には資源の供給不安定性を回避し、コストの削減を実現する。
また、リユース・リサイクルには、資源の購買コストを削減する効果が期待できる。

経済的なメリット
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１．２ EV電池のサーキュラーエコノミー 

車載リチウムイオンバッテリー（以下、「EV 電池」）は、サーキュラーエコノミーの潮流の中で大き

な注目を集めている。EV 電池のライフサイクルプロセスを図 1-2 に示す。EV 電池は EV に搭載さ

れて一定期間利用された後も一定の容量を保持している場合が多く、EV の動力としての使用限

界に達した後も、他の用途でリユース（リパーパス）できる場合が多い。その用途は多様であり、例

えばフォークリフト等のモビリティに活用されたり、定置用蓄電池という形で家庭用・産業用蓄電シ

ステムとして活用されたりしている。さらに、リチウム・ニッケル・コバルト等のレアメタルを含んでおり、

リサイクルプロセスを通じて回収されたこれらの資源は新品電池の製造に再利用することが可能

である。このように、ライフサイクルプロセスの各段階において、EV 電池は高い価値を発揮する。

なお、一般的にはバッテリーの「リユース」という言葉は車載状態での再利用を指し、リパーパスは

車載以外の用途での利用を指すとされるが、本論ではリパーパスを含めてリユースという言葉で

統一的に表現する。 

 

 

図 1-2：EV電池の循環利用プロセス[7] 

 

世界での BEV（Battery Electric Vehicle）（以下、「EV」）の普及に関して、一部地域ではやや鈍

化傾向にあるものの、長期的には継続的に普及が進むと予測される。 International Energy 

Agency（IEA）の Global EV Outlook 2025 によると、アジアや中南米などの新興国が新たな成長市

場となりつつあることなども踏まえて、2030 年までに全世界で EV の保有台数が 2 億 5000 万台に

達すると予測されている[8]。日本国内においても EV の販売台数は増加傾向にあり、例えば 2023

年の新車販売台数は約 8 万台となっている[9]。使用限界に達する EV の台数は今後増加するこ

とが見込まれる。EV 電池は火災・爆発のリスクや環境汚染のリスクも孕んでいるため、このような状

況も踏まえて、EV 電池の“出口”として、適切なリサイクル・廃棄プロセスが確立されることが急務

である。中国では 2019 年頃から、大量の EV が不法投棄される“EV の墓場”が社会問題化した

経緯もある[10]。一方で、リチウムの高効率な回収が可能になると、経済的観点からも環境影響の
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観点からも中古リチウムイオン電池のリサイクルが鉱山からの採掘に代わり得る可能性があるとい

う研究もあり[11]、リサイクルプロセスの構築には様々なメリットが期待される。 

2 章で詳述するように、欧州、米国、中国を中心として、世界的に保護主義的な政策が推進さ

れており、各国・各地域において EV 電池のサーキュラーエコノミー実現に向けた動きが進んでい

る。欧州では 2023 年 8 月に EU バッテリー規則（EU Battery Regulation）が発効され、カーボンフ

ットプリントの申告や、サプライチェーン全体での人権問題や環境問題に対するリスクを特定し、

予防策や是正策を講じるサプライチェーン・デューディリジェンス（生産プロセス全体が、人権・環

境に悪影響を与えていないことを証明するため、自主的かつ体系的に一連の背景調査を実施す

ることを求めるもの）、製品情報のデジタル登録、再生材料使用量の開示などが義務付けられ、今

後、段階的に規制が強化される[12]。中国においては、EV 電池の製造から利用、メンテナンス、リ

サイクルに至るまでのライフサイクル全体における EV 電池の情報を記録し、追跡を可能とするた

めのトレーサビリティー管理プラットフォーム（電池のライフサイクル全体を通して電池情報の追跡

と管理を行うためのシステム）が政府主導で構築・運用されている[13]。電池メーカーが EV 電池

の回収責任を、リユース事業者がリユース製品の回収責任を負うことが原則とされ、製造からリサ

イクルに至るまでの各プロセスにおける電池や資源の回収管理が強化されている。わが国では

2022 年に経済産業省により蓄電池産業戦略が策定され、リチウムイオン電池の製造基盤確立、

次世代電池の技術開発加速等に加えて、2030 年までにリサイクルシステムを確立することが目標

に掲げられた[14]。このように、EV 電池のサーキュラーエコノミーを取り巻く環境はここ数年で大き

く変化しており、国際競争力強化の観点からも、国内市場におけるサーキュラーエコノミー形成が

求められている。 

EV 電池のサーキュラーエコノミーを形成することは、①資源安全保障、②新市場創出、の 2 つ

の観点から重要である。①に関しては、高価かつ調達リスクの高いレアメタルを安定的に国内で

確保するためにサーキュラーエコノミーの形成が効果的であるとされる。近年は米国の関税強化

や中国・インドのレアアース輸出規制など、各国・各地域が自国資源の囲い込みの動きを強めて

いる。当面は市場の分断が続くと見込まれることから、輸入依存型の国は資源の安定調達が困難

になるリスクを抱えていると考えられるため、このような地政学的リスクがわが国における EV 電池の

サーキュラーエコノミー形成に及ぼす影響因子を把握し、対策を講じることが重要である。②に関

しては、3 章で述べるように、EV 電池のサーキュラーエコノミーが形成されることで、2050 年には

約 8 兆円もの市場が創出される可能性があり[15]、さらにはその波及効果として新たなビジネスの

創出や技術の進歩が期待されている。 

しかし、わが国における EV 電池のサーキュラーエコノミー形成は順調に進んでいるとは言い難

い。図 1-3 に、EV 電池のサーキュラーエコノミー形成における課題を示す。プロセスごとに課題が

存在するが、最大のボトルネックとなっているのは中古 EV の大半が海外に流出していることにあ

る。加えて、リユース段階では電池の安全性や残存性能への懸念がユーザーにあり普及がなかな

か進まないことや製造コストが大きいこと、リサイクル段階ではバッテリー流通量が限られるため設

備投資が進みにくいことなどが課題として挙げられる。これらの課題を個別に解決することは重要

であるが、それに加えて全体的に資源循環プロセスを促進するための仕組みづくりも求められる。 
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図 1-3：EV電池のライフサイクルプロセスと各プロセスにおける課題 

 

１．３ 本論の目的と構成 

本論では、わが国における EV 電池のサーキュラーエコノミー形成のプロセスと、そのプロセス

における“現在地点”を示して、今後、わが国におけるサーキュラーエコノミー形成を促進するため

の課題を整理し、その解決方法を提言することを目的とする。 

2 章では、EV 電池のサーキュラーエコノミーを形成すべき理由である資源安全保障に関連して、

諸外国における地政学的動向を把握し、わが国における EV 電池のサーキュラーエコノミー形成

に影響を及ぼすリスク因子を抽出する。3 章では、国内における政策・市場動向を整理し、行政や

民間事業者の近年の動向をまとめる。また、サーキュラーエコノミー形成のボトルネックとなってい

る中古 EV の海外流出に焦点を当てて、既存の統計データ等に基づき中古 EV の海外流出割合

を試算する。4 章では、わが国における EV 電池のサーキュラーエコノミー形成のプロセスを示し、

その中で政府・地方自治体・民間事業者が抱える課題や今後取るべきアクションと、それに伴い

サーキュラーエコノミー市場がどのように形成されるべきかを示す。5 章では、一連の内容を踏まえ

て、EV 電池のサーキュラーエコノミー形成を促進するための提言を記す。 
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２．世界の動向 

２．１ 世界の政策・市場動向の概要 

本章は、EV 電池のサーキュラーエコノミーについて、欧州（European Union, EU）・米国・中国

という世界の３大市場の動向を分析し、わが国のサーキュラーエコノミー形成に資する示唆を得よ

うとするものである。 

電池はあらゆる製品を動かす基盤であり、高度に電子化した現代生活に不可欠な物資になっ

ている。電池のサプライチェーンは、各市場の囲い込み志向のもとブロック化が進んでいる。電池

は上流の重要鉱物（リチウム・ニッケル・コバルト・黒鉛など）・精錬・中間材・セル組立まで長い工

程をまたぐ資源依存型の戦略産業である。需要は政策・技術動向に連動して変化しやすく、価格

や在庫、為替の変動にも敏感である。市場に任せていては安定供給を確保できない産業である

ため、各国は産業政策と通商政策を使ってサプライチェーンを自国へ引き寄せようとする。結果と

して、関税や補助金、輸出規制といった保護主義的な手段が前面に出やすくなる。 

欧米がサーキュラーエコノミー整備を急ぐ直接の背景には、重要鉱物・電池材料サプライチェ

ーンの中国依存を減らすという明確な動機がある。採掘・精錬・中間財からセル製造に至る各工

程での中国の高いシェアと輸出管理は、供給不安と価格変動リスクを増幅させる。ゆえに EU と米

国は、回収・再資源化能力の拡充、ならびにトレーサビリティー強化によって一次資源の中国集

中を是正しようとしている。中国は重要鉱物の精製では約 7 割を担い、事実上のボトルネックを握

っている[16]。EV 電池セルでも支配力は強く、2024 年の世界搭載シェアは CATL が 37.9%、BYD

が 17.2%で合計 55.1%、2025 年上期も両社で 55.7%を維持した[17]。リチウムイオン電池の累計生

産は 7 割以上が中国製であり、欧米がサーキュラーエコノミーにより中国依存の解消を急ごうとす

る動機を裏づける[18]。 

こうした条件下で資源獲得競争は一段と活発化している。サーキュラーエコノミー形成の利点

は、この資源競争と調達リスクを同時に和らげる点にある。一次資源への過度な依存を減らし、リ

サイクルと再資源化を進めることで、資源の供給量を増やすことができる。そのため、使用済み電

池や生産スクラップから得られるブラックマス（使用済みリチウムイオン電池を解体・破砕し、重要

鉱物を濃縮した黒色粉体の中間物）の確保を巡る競争が進み、二次資源が都市鉱山として戦略

価値を持ち始めている。 

各国・地域は次々とサーキュラーエコノミーの形成を促進する政策を打ち出している。EU は電

池の循環を前提として市場を設計している。電池および使用済み電池に関する規則（電池規則）

とバッテリーパスポート（電池のデジタル台帳）でライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment, 

LCA）とトレーサビリティーの共通基盤を制度化した。米国は経済安全保障の観点を重視しており、

2030 年までに安全な電池材料・技術のサプライチェーンを確立する方針で、重要鉱物を含む部

材を加工・リサイクルするための施設を支援するために 5 億ドルの資金を投入する方針である。重

要鉱物のサプライチェーンで優位に立つ中国は、規制の策定から監督・認証・処罰までを国家が

一体で運用できる中央集権体制と、廃棄物の処理・精錬・生産というサプライチェーンの垂直統

合を武器に先行している。 

電池サプライチェーンのブロック化が世界的に進むなか、日本はサーキュラーエコノミーを経済

安全保障インフラとして早急に国内で整備すべきである。わが国は既に一部の企業がリサイクル
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事業を進めているが、望ましいのは「加工貿易型サーキュラーエコノミー」の確立である。国外・国

内から使用済み電池やブラックマスを適法に受け入れ、国内で処理・精錬・再生産まで一貫して

行う。まず国内需要を満たし、余剰再生製品を輸出するモデルである。これを支えるため、（１）回

収・前処理・精錬の処理能力を前倒しで整備し、（２）EU のバッテリーパスポートおよび米国の要

件に合致する共通データ基盤を構築する。越境移動はバーゼル規制・バーゼル法に沿って運用

し、国内などで再資源化する。日米欧の協力によって国内処理能力とデータ適合性を確保できれ

ば、競争力と供給安定の両立は可能であり、富の流出リスクも抑制できる。 

国際エネルギー機関(International Energy Agency, IEA)の分析によれば、重要鉱物全体のリサ

イクルは資源安全保障と環境負荷低減の両面で不可欠であり、各国誓約ベース（Announced 

Pledges Scenario, APS）では適切に拡大すれば 2050 年までに新規採掘ニーズをおおむね 25〜

40％抑制し得る（銅・コバルトで約 40％、リチウム・ニッケルで約 25％）との見通しである。EV 電池

のリサイクル（特に三元系）はリチウム・ニッケル・コバルト・銅・グラファイトといった重要鉱物を大量

に必要とするためリサイクル率を上げる鍵となる。ただ、EV 電池は急激に需要が立ち上がってか

ら時間が経っておらず、そのリサイクルは 2030 年頃までは製造スクラップが二次供給の主原料で、

廃電池が大量に利用されるのは主に 2035 年以降になる。その後、2050 年までに原料の 90％以

上に達するとみられる 。 

世界の電池リサイクル能力は 2023 年に年 300GWh 超へ到達したが、その 8 割超が中国に集

中しており、欧州・米国はいずれも 2％未満である。また、公表済みの計画が予定どおり実現した

場合、2030年には年1,500GWh超まで拡大し、欧米はそれぞれ約10％までシェアが高まる一方、

中国は依然として約 70％を占める見通しである[19] （図 2-１）。わが国と欧米が協力し、西側の

合計の数字をどの程度上振れさせて中国への依存を減らせるかが重要になってくる。 

 

 
（資料）IEA “Expected battery recycling capacity by region based on current announcements, 2023-2030” 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/expected-battery-recycling-capacity-by-region-based-on-current-announcements-2023-2030 

図 2-1：地域別電池リサイクル能力の見通し 
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２．２ EUの動向 

EU は法規制により「電池の循環を前提とした市場設計」を先導している。中核の政策は EU 電

池規則[12]であり、電池の生産者に廃電池回収の環境整備を義務づけ、2027 年末までにコバル

トの 90％を回収し、2031 年 8 月までに EV 電池などの再生コバルト含有率を 16％にするといった

数値目標を課している。また、収集・再資源化の基盤として、再生品を利用するべき部品を特定

するため、(1)製品のライフサイクルで出る温室効果ガス量を二酸化炭素（CO₂）換算して排出を可

視化する「カーボンフットプリント」、(2)サプライチェーンの人権・環境リスクを見つける「デューデリ

ジェンス」、(3)そして回収・再利用の実務に利用するデータ台帳「デジタル電池パスポート」の段

階的実装を規定する。2025 年 7 月 4 日には、リサイクル効率や資源回収率の算定・検証ルール

が公表され、7 月 24 日に発効して測定基盤が整備された[19]。パスポートは 2027 年 2 月 18 日

から、軽移動手段（Light Means of Transport, LMT）・EV・産業用（2kWh 超）電池に義務化され、

すべての電池には同日から QR コード表示が求められるため、トレーサビリティーの実効性が高ま

る※。なお、2025 年 7 月 18 日、EU 理事会は電池規則のデューデリジェンス義務の適用期日を 2

年間延期する改正を採択し、当初の 2025 年 8 月 18 日から 2027 年 8 月 18 日へと後ろ倒しした。

業界の準備期間確保や検証体制の整備、競争力への配慮が背景にある。 

サーキュラーエコノミーを域内で機能させるには、廃棄物市場の域内障壁の解消が重要となる。

具体的には、ブラックマス等の二次原料を越境で円滑に回すため、許認可の簡素化や廃棄物か

ら通常原料へ格上げする End-of-Waste（EoW）基準の整備・相互承認が鍵である。現状は共通

基準が未整備の分野が多く、各国認定に依存するため、越境取引や投資判断に不確実性が生

じている[20]。国際通貨基金（International Monetary Fund, IMF）は内部障壁が財で 44％、サー

ビスで 110％の「事実上の関税」に相当すると指摘し、EU 域内でも約 73％の廃棄物が輸出に回

っているとの現場の声があるため、障壁除去が優先課題となっている[21]。 

重要原材料法（Critical Raw Materials Act, CRMA）は、サーキュラーエコノミーを EU 全体の重

要鉱物戦略へ橋渡しする枠組みである。2030 年までに重要鉱物について、(1)EU における年間

消費の 10％を域内生産、(2)40％を域内加工、(3)25％を域内リサイクル由来で賄い、(4)単一の非

EU 加盟国への依存は 65％を上限とする調達目標を示している[22]。電池規則により実現する回

収・再資源化量を「25％」達成につなげる。重要鉱物の戦略プロジェクト選定も前進し、2025 年 3

月に域内 47 件、6 月に域外 13 件が選定された[23]。 

市場動向としては、2024 年の EU の EV の新車登録が前年比 5.9％減となり、需要鈍化の影響

が確認された[24]（図 2-2）。需要鈍化の影響は電池サプライチェーンにも悪影響を与えた。また、

スウェーデンの電池メーカー・ノースボルトは 2025年３月 12日にスウェーデンで破産申請を行い、

域内の電池・リサイクル計画に不確実性をもたらした[25]。一方、ベルギーの素材メーカー・ユミコ

アは欧州の大規模電池リサイクル投資の延期と電池材料事業の見直しを進めている[26]。 
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（注）2019 年は英国含む 

（資料）ACEA の統計（2019-2024 年）より日本総合研究所作成 

図 2-2：EUにおける BEV 登録台数（2019-2024） 

 

電池のサプライチェーンに大きな影響力を持つ中国との関係で、EU は相殺関税により中国製

EV に対する同国の補助金の影響を打ち消す措置を導入し、BYD 製に 17.0％、吉利汽車製に 

18.8％、上海汽車製に 35.3％の関税を適用した[27]。他方、中国電池メーカーCATL はハンガリ

ー・デブレツェンで 100GWh 規模・投資額約 73 億ユーロの電池工場を建設中[28]で、BYD もハ

ンガリー・セゲドで欧州初の乗用車工場を計画するなど、 中国メーカーによる EU 域内への直接

投資も進んでいる[29]。  

 

※QR コードの付与は「すべての電池」に義務づけられるが、パスポート対象は「LMT 電池・容量

2kWh 超の産業用電池・EV 電池」であり、QR コードからパスポートにアクセスできるのはこれら

のみである。 
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２．３ 米国の動向 

米国はサーキュラーエコノミーを気候変動と廃棄物への対策にとどまらず、経済安全保障と重

要物資サプライチェーンの自律性※確保の手段として用いている。政策は本稿が焦点を当てる

(1)サーキュラーエコノミーと、(2)一次資源サプライチェーンの国内化や備蓄などの脱中国依存策

を併走させる構図である。 

リチウムイオン電池の国内供給を確保する省庁横断枠組み「先端電池連邦コンソーシアム

（Federal Consortium for Advanced Batteries, FCAB）」の『National Blueprint for Lithium Batteries 

2021–2030』は、2030 年までに安全かつ強靭な電池サプライチェーンを確立する方針を掲げてい

る。その中では使用済み電池の再利用と重要素材のリサイクルを大規模に可能にし、完全で競争

力のあるバリューチェーンを整備する方向性が示されている[30]。第 2 次トランプ政権下では、米

国エネルギー省（Department of Energy, DOE）が 2025 年 8 月に「米国の重要鉱物・材料サプラ

イチェーンを確保するための措置」を公表し、リチウム・グラファイトなど重要鉱物を含む部材を加

工・リサイクルする施設を支援するため 5 億ドルの投入方針を示した。これらはサーキュラーエコノ

ミー実装の中核的な財源である[31]。さらに、国防生産法（Defense Production Act）に基づき、電

子廃棄物からのレアアース（希土類）リサイクル（磁石材料向け）に対して 510 万ドルを投じるなど

都市鉱山の活用が進んでいる[32]。民間でも、リサイクル業者のレッドウッドマテリアルズとパナソ

ニックの連携が進んでおり、レッドウッドが再生した正極活物質と負極銅箔を供給する体制を構築

している。テスラ向け生産拠点で生じたスクラップを再資源化し、負極銅箔としてパナソニックに戻

している。レッドウッドはトヨタ自動車との協力も拡大させており、トヨタがノースカロライナ州に建設

した電池工場における、レッドウッドの正極活物質と負極銅箔の調達も発表している[33]。 

もっとも税制・融資をてこにサーキュラーエコノミーの新規投資は進展している一方、重要鉱物

の価格下落といった市況の変化や州別規制のばらつきが収益性を圧迫し、業界再編が進んでい

る。助成・計画の見直しも生じており[34]、調整も併存している。全国統一の回収網は連邦レベル

では未整備だが、インフラ投資雇用法（Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA）は EPA と

DOE に対し、電池のリサイクルのための全国的な拡大生産者責任（ Extended Producer 

Responsibility, EPR）の枠組みを策定することを求めており[35]、連邦主導の標準化が進行中であ

る[36]。もっとも、第 2 次トランプ政権のサーキュラーエコノミー政策は不透明であり、EV 購入に対

する税額控除の終了は短期的に EV 普及と投資回収に影響を与え得る[37]。他方で、DPA など

による支援は、中国依存の抑制や国内製造基盤の強化を狙う安全保障上の方針として活用され

ており、電池サーキュラーエコノミーは気候変動政策ではなく今まで以上に経済安全保障の観点

から重視される余地がある。 

サーキュラーエコノミー以外の重要鉱物サプライチェーンの確保も進む。バイデン前政権が進

めたクリーン自動車クレジットの終了は、「需要支援」から「供給支援」への政策シフトを示す。購入

補助よりも、国内の精錬・製造・リサイクルといった供給側の能力強化を重視する方向へ軸足を移

す内容で、ネバダ州にある世界最大級のリチウム鉱山サッカーパス開発への政府支援[38]や、国

防総省・国防兵站局によるコバルトの戦略備蓄強化はその顕著な例である[39]。 

通商面でも、通商拡大法 232 条の措置などにより上流・中間材の輸入依存を抑制する動きが

強まり（2025 年 6 月に鉄鋼・アルミニウム関税を 50％へ引き上げ[40]、2025 年 4 月に加工済み重

％ 
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要鉱物の 232 条調査を開始[41]）、中国製 EV の 100％関税（2024 年 9 月発効）が適用されてい

る[42]（図 2-3）。これらは中国のサプライチェーンへの関与を抑え、国内中心の産業基盤強化と

安全保障リスクの低減を狙う措置である。国際戦略としては、鉱物安全保障パートナーシップ

（Minerals Security Partnership, MSP）[43]や日米重要鉱物サプライチェーン強化協定[44]による

同盟・友好国との協力に加えにより調達先を拡大している。このように、国内の循環による二次資

源サプライチェーンの構築と同盟国・友好国と協力した一次資源サプライチェーン構築を組み合

わせる二層戦略である。 

 

 

(資料)ホワイトハウス、欧州委員会より日本総合研究所作成 

図 2-3：EU と米国の中国製 EV・電池に対する関税率 

 

※他国への経済的な依存を避けることで、他国から干渉されるリスクを排除すること。 
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２．４ 中国の動向 

中国は規制の策定から監督・認証・処罰までを一貫して実行できる国家体制と、廃棄物の処

理・精錬・生産というサプライチェーンの垂直統合を武器に先行している。制度面の中核は 2018

年 1 月の「新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行弁法」であり、自動車メーカーが廃棄段階

までの責任を負う EPR と回収ネットワークを制度化した[45]。同年 7 月の「新能源汽車動力蓄電池

回收利用遡源管理暫行規定」は国家トレーサビリティー・プラットフォームと情報登録の枠組みを

整備し、2018 年 8 月１日に施行した[46]。さらに「第 14 次五カ年計画（工業緑色発展計画）」は、

「2025 年までに、比較的整備された動力電池のリサイクルシステムを構築する」とする方針を掲げ

ている[47]。 

標準と規制の整備も並行して進む。2024 年 12 月には工業・信息化部（Ministry of Industry and 

Information Technology, MIIT）が「新能源汽車廃旧動力電池総合利用行業規範条件（2024 年

版）」を公布し、冶金工程での回収率（リチウム 90％以上、ニッケル・コバルト・マンガン 98％以上）

を明示、電動自転車への再利用を禁止して品質管理を強化した[48]。さらに 2025 年 2 月には、

新品段階から再利用を容易にする設計を推奨する国家標準GB/T 34015.5-2025が公布され[49]、

EV 電池の多様化（リン酸マンガン鉄リチウム電池やナトリウムイオン電池の商用化）や RFID など

の新たな識別技術に対応するための電池追跡コード（GB/T 34014）の改定案が公表された[50]。

これらはトレーサビリティーの高度化と再資源化の実装を支える。 

産業実装では、CATL の子会社である Brunp が、ニッケル・コバルト・マンガンで 99.6％、リチウ

ムで 91％の回収率を公表し、自動車メーカーとの連携を通じて回収・再資源化・材料化の垂直統

合を加速している[51]。一方、金属価格の下落は再資源化ビジネスの採算を悪化させ、回収量の

伸びを抑制している[52]。 

中国の使用済み電池の排出量は 2023 年に 58 万トン超に達し[53]、2024 年の回収量は 65.4

万トンである一方、ホワイトリスト掲載事業者の年間処理能力は 423.3 万トンとされ、国内処理だけ

では過剰とも言える処理能力が存在する[54]。政府はトレーサビリティー・プラットフォームと情報

登録は義務化済みであるが、非正規回収とそれに伴う環境汚染は依然として課題である[55]。さ

らに、EU の電池パスポートおよびデューデリジェンス要件適合に向け、データの完全性・透明性、

国家プラットフォームとの相互運用性、第三者監査の受容性、データ改ざん防止の担保などを強

化する必要がある。中国のサーキュラーエコノミー整備は、制度と標準を基盤に産業実装を進め

つつトレーサビリティーの実効性と国際適合性の確保が重要になる。 

もとより重要鉱物のサプライチェーンにおける中国の存在は絶大であり、サーキュラーエコノミー

整備はそれをさらに強化する政策である。電池セルや EV 生産の強みを基盤に、原材料確保から

精錬・材料加工までを自国企業が広く担って自前化し、サプライチェーンにおける自律性と他国

に対する不可欠性※を同時に確立している。中国の製造能力は正極活物質で約 90％、負極活

物質で 97％超を占め[56]、グラファイト精製でも 9 割超のシェアを握る[57]。巨大な国内需要と相

対的に低い工業電力価格、インフラや設備・知財の蓄積がコストの低さにつながる 

対外的には、海外生産と輸出管理を組み合わせ、交渉の主導権と価格決定力の維持を図る。

具体的には、2023 年に黒鉛の輸出を許可制とし[58]、2024 年には「希土管理条例（レアアース管

理条例）」を公布[59]、2025 年には中・重希土の一部品目で輸出規制を追加した[60]。これらの措
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置は、2025 年の米中通商協議でも供給リスクとして強く意識され、米国は一貫して強化してきた対

中輸出規制で譲歩する結果となった[61]。海外では、インドネシアにおけるニッケルの精錬・電池

材料に加工する前の前駆体の領域での影響力を維持しつつ、電池工場の稼働計画も進む。とく

に CATL 連携の西ジャワにおける電池工場計画（初期 6.9GWh、将来 15GWh）は 2026 年末稼働

見込みであり[62]、同国における米国の経済安全保障要件を意識した中国企業の持ち分見直し

も報じられている[63]。 

 

※自国のサプライチェーンに他国を依存させ、他国へのけん制材料に活用できること。 
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２．５ わが国への示唆 

各国・地域がサーキュラーエコノミー政策を推進し、二次資源の囲い込みを進めるなかでわが

国の対応が遅れれば、国内で回収した使用済み電池は精錬・再生産の技術に優れた外国に奪

われてゆく（表 2-1）。結果として、わが国の都市鉱山は外国に「採掘」されることになる※。 

 

表 2-1：EU・中国・米国の EV電池サーキュラーエコノミーの現状・課題・将来展望 

 

 

電池はあらゆる製品を動かす基盤であり、日本経済に不可欠である。他方、日本は資源に乏し

い。ゆえに都市鉱山を活用するサーキュラーエコノミーの構築が死活的に重要である。わが国は

2024 年 8 月に第五次循環型社会形成推進基本計画を閣議決定した。サーキュラーエコノミー形

成に向けた政府全体の施策をとりまとめた国家戦略で、2030 年度を目標年次とする数値目標が

示された[64]。また、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）の改正によ

り、2026 年 4 月以降、生産量が一定規模以上の製造事業者等に対し、指定製品に対する再生資

源利用計画の提出・定期報告の義務付けや、資源の有効利用の観点から環境配慮設計の認定

制度創設などが始まり、リサイクル原料利用の制度化が前進する見通しだ[65]。 

さらに、2024 年 12 月に関係閣僚会議で決定された「循環経済（サーキュラーエコノミー）への

移行加速化パッケージ」では、国内外の循環資源を取り込む新たな資源循環の輪の構築を通じ

て、2030 年までに循環経済関連ビジネスの市場規模を 80 兆円に拡大する目標を掲げている[66]

（図 2-5）。すでに、経済安全保障基金による重要鉱物の供給確保施策の一環として、ブラックマ

スからのレアメタル回収実証について、三菱マテリアル（助成額約 11 億円、2023 年 12 月 6 日認

定）と日本化学産業（助成額約 15 億円、2024 年 9 月 10 日認定）に対する助成が実行されてお

り、合計約 26 億円の支援が進行している[67]。 
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（資料）経済産業省「成長志向型の資源自律経済戦略（本文）」9 ページ (2023 年 3 月 31 日) 

https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331010/20230331010-2.pdf 

図 2-5：サーキュラーエコノミーの市場規模 

 

その先のビジョンとして望ましいのは「加工貿易型サーキュラーエコノミー」である。すなわち、国

内外から使用済み電池やブラックマスを受け入れ、国内で再製造し、まず車載・定置向けの国内

需要を満たし、余剰の分の電池を輸出して収益化するというモデルである。ただし各工程を必ず

しも日本国内で完結する必要はなく、日米欧の信頼できる拠点や第三国の提携先で工程分担し、

日本は高付加価値工程・品質保証・適合性評価・データ統合のハブを担うこともできる。 

このモデルを成立させる前提は、欧米の規制へ厳密に整合させることである。具体的には、EU

電池規則のカーボンフットプリント・デューデリジェンス・デジタル・電池パスポートの要件、米国の

安全保障由来の敵対国排除基準、企業の調達に合わせた再資源化とトレーサビリティー管理が

不可欠である。各種データは第三者による検証と相互運用可能な連携を整え、基準適合の再生

材として付加価値を高めるべきである。さらに、経済安全保障の観点からは日米欧のサーキュラ

ーエコノミーを連携させることで、重要鉱物の対中依存と供給途絶リスクの双方を低減することが

可能になる。 

現在、ブラックマスの処理能力は中国に集中している。国内の再資源化システムを整えることは、

重要鉱物や電池における対中依存リスクのヘッジになる。中国の処理は価格面で優位だが、欧

米の基準との整合が必要となり国際市場では不利になり得る。この構図を踏まえ、わが国は処理

能力を高めると同時に米欧と規制・データの共通基盤を整備し、西側の連携を軸にサーキュラー

エコノミーを国際的なインフラとして育成していくべきである。 

廃棄物の越境移動に当たっては、通関ルールに加えて、環境・安全・経済安全保障など別系

統の規制レイヤーが同時にかかる。環境関連ではバーゼル条約・バーゼル法により、わが国が輸

入する場合は、輸出国からの事前通告に対する日本（受入国）・通過国の同意と、国内の輸入承

認手続を要する。また、わが国から輸出する場合は、輸出承認に加え、受入国・通過国の同意が

必要である[68]。輸出元の国・地域との制度上の課題を事前に擦り合わせる点に注意が必要であ

る。 
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※ここでいう「採掘」は比喩であり、実態は「国内で回収→海外で精錬・再生産→付加価

値は外国が獲得→日本が輸入→（国内で回収へ戻る）」の構図を指す。  
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３． 国内の動向 

３．１ 政策動向・行政の動き 

わが国は天然資源に乏しく、とりわけ EV 電池の製造に用いられるレアメタルに関してはほぼ

100%を輸入に頼っている状況である。レアメタルの算出国はアフリカ諸国やオーストラリア、南米

等の一部地域に偏在しており、その中には紛争リスクが高い国々も含まれる。加えて、わが国にと

ってはリチウムに関して輸入量の多くを中国に依存しているなど固有の問題も存在する[69]。2 章

でも述べたように、各国で保護主義的な政策が推進されると調達リスクのさらなる増加は免れない

ことから、EV 電池のサーキュラーエコノミー形成による資源の囲い込みは不可欠である。 

EU 電池規則をはじめとする諸外国の動向を受けて、経済産業省や環境省を中心としてサーキ

ュラーエコノミー形成に向けた政策が推進されており、その中でも EV 電池や家電等を中心にリチ

ウムイオンバッテリーは重要な品目に位置づけられる。主要な政策の動向を表 3-1 にまとめる。グ

リーン成長戦略においては、蓄電池のリユース・リサイクルの促進に向けた制度的枠組みを検討

することが示されており、EV 電池をリユースし、コストの低い定置用蓄電池としての再利用を促進

するため、蓄電池パックの残存性能等の評価方法の確立や、リユース電池を含む定置用蓄電シ

ステムの性能・安全性に関する国際標準化、リユース促進等に関する国際ルールの規定・標準化

を進めることが示されている[70]。 

 

表 3-1：EV電池のサーキュラーエコノミーに関する主要政策の動向 

 

 

経済産業省は、前述のとおり循環経済ビジョン 2020 においてサーキュラーエコノミーへの移行

を掲げ[3]、2022 年 8 月には「蓄電池産業戦略」を示し、蓄電池を 2050 年カーボンニュートラル実

現のカギと位置づけている[14]。蓄電池産業においては、当初、全固体電池の技術開発に集中

投資をした上で次世代技術を維持・拡大していく基本戦略が想定されていたが、液系リチウムイ

政策概要

• 2020年「循環経済ビジョン2020」で環境活動としての3Rから経済活動としての
サーキュラーエコノミーへの転換を始動した。

• 2021年「グリーン成長戦略」で蓄電池のリユース・リサイクルの促進に向けた制度
的枠組みを検討することが示され、蓄電池の残存性能等の評価方法確立、リユー
ス電池を含む定置用蓄電システムの性能・安全性に関する国際標準化等が掲げ
られた。

• 2023年「成長志向型の資源自律経済戦略」により動静脈連携による資源循環
を加速し、中長期的にレジリエントな資源循環市場の創出を支援する制度の導入
が計画された。

• 2024年「第五次循環型社会形成推進基本計画」により、自動車リサイクル分野
における脱炭素戦略を検討していくことが示された。

サーキュラーエコノミー
関連政策

• 2022年「蓄電池産業戦略」で、リチウムイオン電池の製造基盤確立、グローバ
ルプレゼンス確保、次世代電池市場の獲得が目標として掲げられた。

• 自動車・蓄電池サプライチェーン上の企業間での安全・安心なデータ共有を実現す
るデータ連携システムの運営を担う事業体の創設など具体の動きが進む。

• EV導入、リユース電池製造、リサイクル技術開発等の実証事業への補助が継続
的に実施されている。

• 2023年「GX推進法」が成立し、国内の蓄電池製造能力を2030年までに
150GWhへ引き上げることが目標として掲げられた。

EV電池関連
政策・動向
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オンバッテリーに関してわが国の国際競争力が相対的に弱まっていることや、全個体電池の技術

に課題が残存することなどから方向性を見直し、液系リチウムイオンバッテリーの国内製造基盤確

立、グローバルプレゼンス確保、技術開発の加速による次世代電池市場の獲得を掲げた。サーキ

ュラーエコノミーの観点では、使用済み電池の回収力強化、リユース電池市場の活性化、リサイク

ル基盤の構築を進め、2030 年までに国内のリサイクルシステムを確立するとしている。また、情報

連携基盤の構築にも注力しており、2024 年 5 月には、自動車・蓄電池サプライチェーン上の企業

間での安全・安心なデータ共有を実現するデータ連携システムの運営を担う事業体として、複数

の業界団体が共同で一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(Automotive 

and Battery Traceability Center Association, Inc. （ABtC）)を設立するといった具体的な動きが

進められている[71]。 

環境省は、リニアエコノミーの下でわが国が直面するカーボンニュートラル等の環境制約、産業

競争力、経済安全保障、地方創生等の様々な重要課題に関して、サーキュラーエコノミーへの移

行が有望な解決策になるとしている[6]。2 章でも述べたように、令和 6 年 8 月には第五次循環型

社会形成推進基本計画を閣議決定しており、その中では環境基本計画を令和 6 年度に見直し、

自動車リサイクルによる自動車のライフサイクルシステム全体への温室効果ガスの削減効果等に

ついても分析を進め、自動車リサイクル分野における脱炭素戦略を検討していくことが示された

[64]。また、方針の提示に留まらず、車両からの LIB ユニット取り出しからコバルト、ニッケル回収ま

での一貫処理の実証試験を北九州市で実施するなど、リサイクル技術や関連するシステム構築

に関する実証事業にも積極的に取り組んでいる[72]。また、EV 電池の新規リユース技術開発実

証事業において、車載用蓄電池を組み合わせた蓄電システムを構築し、系統連携要件や市場要

件への適合性確認、オンライン余寿命診断技術の検討を行うことにより、中古電池等の安全性・

信頼性と価格競争力向上による二次利用拡大等にも取り組んでいる[73]。 

このように、政府としてサーキュラーエコノミーへの移行を推進している状況を踏まえて、地方自

治体でも EV や EV 電池に関連する実証的な取り組みが進められている。表 3-2 に、比較的最近

の地方自治体の本分野における取り組み事例の一部を示す（[74]～[82]）。サーキュラーエコノミ

ー形成の観点での代表的な取り組みとしては、「グリーン EV バッテリーネットワーク福岡（愛称：

GBNet 福岡）」の取り組みが挙げられる[74]。GBNet 福岡は、バッテリー製造、取り外し・回収、リユ

ース・リサイクルという一連の EV 電池の資源循環システムを全国に先駆けて構築することにより、

EV 電池の製造拠点化を目指す団体であり、福岡県庁によって 2024 年 7 月に創設された。自動

車メーカーや電池メーカー、再エネ事業者、リサイクル事業者等の多様な業種から、2025 年 7 月

時点で 39 社・4 団体が参画している。2025 年 8 月には、電池診断やバッテリーの性能保証を組

み合わせた形での中古 EV のリースに関する実証事業を開始した。また、デジタル・ソリューション

と関連技術を愛媛県内事業者・自治体等に実装し、地域課題の解決を目指すプロジェクトである

愛媛県の「トライアングルエヒメ」の枠組みにおいて、EV に関連するプロジェクトも推進されている。

2025 年 7 月には日本初とされる、性能証明と残価保証付きの EV 循環モデルが採択され、

MobiSavi と愛媛日産自動車を中心に実証的な取り組みが進められている[75]。 

また、中古 EV の試験導入は全国各地で進められており、リース事業者やカーシェアリング事業

者と連携して、エネルギーマネジメントと組み合わせた EV 活用が志向された取り組みが多く見ら
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れる。特に、住友三井オートサービスは複数の地域において中古 EV を活用した実証を進めてお

り[78][79][81]、車両走行データとバッテリーの劣化状態の関係性の分析等を進めている。環境エ

ネルギー政策研究所の「地方自治体の EV 普及戦略（2024 年版）」[83]では、地方自治体の EV

普及における役割として、①普及啓発・意識改革・学習機会の提供、②政策形成・政策誘導、③

率先行動、④EV 充電インフラ整備の 4 点が挙げられており、今後もこのような実証的な取り組み

が拡大していくことが各地域での市場形成・産業創出を通じたサーキュラーエコノミー形成の観点

から求められる。 
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表 3-2：EV電池のサーキュラーエコノミー形成に関する地方自治体の取り組み事例 

 

 

一方で、これらの取り組みには課題もある。地方自治体が主導する実証的な取り組みの多くは、

地方自治体の限られた予算や国の補助事業等を活用しながら実施されているが、現状では独立

した枠組みで個別に実施されている場合が多い。そのため、それぞれの取り組みが資源循環プロ

セスのどの部分に該当するかという観点で捉えると、活動領域の重複や抜け漏れが存在する。ま

た、それぞれの取り組みが、他の地方自治体や民間企業の取り組みと必ずしも有機的に結びつ

取り組み事例地方自治体

• 「グリーンEVバッテリーネットワーク福岡（愛称：GBNet福岡）」を2024年
7月に創設し、①バッテリー製造、②取り外し・回収、③リユース・診断、④リ
サイクルという一連のEV電池の域内資源循環システムを全国に先駆けて構
築することを目指す。

• 2024年8月には「サステナEV」と称した中古EVのリース事業を開始した。

福岡県

• デジタル・ソリューションと関連技術を愛媛県内事業者・自治体等に実装し、
地域課題の解決を目指すプロジェクトである「トライアングルエヒメ」を2022年
度に開始した。

• EVに関連するプロジェクトも推進されており、2025年7月には性能証明と残
価保証付きのEV循環モデルが採択された。

愛媛県

• 2016年から中古EVバッテリーのリユースに関する実証試験を実施してきた。
• 平成28～31年度にかけて、太陽光と連携した定置型リユース蓄電池による
エネルギーマネジメントの実証試験や、家庭・工場・事務所ビルなどを想定した
リユース蓄電池導入実証試験を実施している。

山口県

• 令和元年から「加賀市版RE100」構想を掲げ、官民が一体となった再生可
能エネルギー活用を図る体制構築を進めている。

• 平日の日中は市職員が公用車であるEVを利用し、夜間と休日は市民や観
光客に貸し出しを行うことで、EVの稼働率向上を図る取り組みを推進してい
る。

石川県
加賀市

• 公用車に中古EV（リユースEV）を活用し、導入時の課題やガソリン車との
経済性比較、バッテリー劣化状態に関するトレーサビリティ確保等に関する実
証試験を実施している。

大阪府
能勢町・豊能町

• 住友三井オートサービス株式会社、奥出雲電力株式会社と連携し、中古EV
（リユースEV）を奥出雲電力株式会社から調達した電力で走行させることに
よる「ゼロカーボンドライブ」の実証に取り組む。

島根県
奥出雲町

• 可搬型蓄電池を搭載したEVを活用した公用車・社用車運用に関する実証
試験を実施し、シェアリングサービスやエネルギーマネジメント等と連携した形で
のEV活用を志向している。

静岡市

• 住友三井オートサービス株式会社と「ゼロカーボンシティの実現に向けたリユース
EV車の活用に関する連携協定」を2025年7月に締結した。

• 中古EVを公用車として導入し、車載蓄電池の劣化モニタリングや、テレマティ
クスデバイスによる各種データ収集・分析などの検証を実施している。

埼玉県
川町

• 公用車としてのEVの導入事例が多数存在する（神奈川県横浜市など）。その他
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かず、単発的な取り組みとなってしまい事業化に至らないケースも散見されることが課題として挙

げられる。  
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３．２ 市場動向 

 本節では EV 電池のサーキュラーエコノミー市場について、マクロな市場規模に関する分析結果

を概観した上で、本分野における民間事業者の動向を整理する。世界的には、車載用蓄電池市

場は EV の普及拡大に伴い今後大きく増加するとの見通しが示されており、例えば矢野経済研究

所の試算によれば、2024 年時点の車載用リチウムイオン電池の世界市場規模は 941GWh 程度で

あり、2025 年には 1064GWh、2035 年には 1884GWh に成長するとしている[84]。また、Mordor 

Intelligence によれば、車載バッテリーの市場規模は 2024 年時点で 112.42Billion USD（約 16 兆

7000 億円）であるのに対して、2029 年には 285.97Billion USD（約 42 兆 5000 億円）に急成長す

るとしている[85]。経済産業省の試算でも、蓄電池の世界市場は 2030 年に約 40 兆円、2050 年

時点では 100 兆円規模に達するとされる[86]。 

わが国においても蓄電池市場は車載用・定置用ともに今後継続的に拡大する見通しが示され

ている。特に定置用蓄電池に関しては、図 3-1 に示すように、これまで家庭用及び再エネ・系統

用を中心に導入量が大きく増加している[87]。 

 

 

図 3-1：国内の定置用蓄電システム導入量実績 

 

なお、日本総研では、中古 EV の海外流出が抑制された場合の、EV 電池のサーキュラーエコ

ノミー市場規模の予測に関する調査レポートを 2024 年 8 月に発表している。以下では、その内容

に関して概説する。詳細に関しては「EV 電池サーキュラーエコノミー 8 兆円市場のゆくえ -2050

年までの国内市場規模予測を踏まえ-」[15]をご参照頂きたい。 

本予測においては、EV 電池のサーキュラーエコノミー市場を、中古 EV 関連市場、リユース EV

電池関連市場、EV 電池リサイクル関連市場、の 3 つに分類した。中古 EV 関連市場は、中古 EV

の売買に加えて、中古 EV 向けの保険・保証サービス、および充電管理などに基づく運用管理サ

ービスから構成される市場と定義した。リユース EV 電池関連市場は、リユース EV 電池の売買、リ

ユース EV 電池向けの保険・保証サービスから構成される市場と定義した。EV 電池リサイクル関

連市場は、リサイクルにより抽出される再生資源（リチウム・コバルト・ニッケル）の売買に関する市

場、および EV 電池の廃棄処理に関する市場から構成される市場と定義した。市場規模の予測結
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果を図 3-2 に示す。市場全体では 2030 年に約 6,000 億円、2050 年には約 8 兆円に達すると見

込まれ、このうちリユース EV 電池関連市場・EV 電池リサイクル関連市場は 2030 年で合わせて

1,200 億円規模となり、2050 年には 2 兆円を上回る規模に成長する見通しが得られた。また、EV

電池の中古 EV に搭載された状態での利用期間、リユース電池としての利用期間がそれぞれ一

定年数見込まれるため、中古 EV 関連市場、リユース EV 電池関連市場、EV 電池リサイクル関連

市場の順番に、時間的な遅れを伴いながら各市場が大きく成長するという結果になった。 

この結果から、中古 EV の海外流出に歯止めがかからず、EV 電池のサーキュラーエコノミー市

場が創出されなかった場合、資源安全保障のリスクをわが国が継続的に抱えることになるだけで

なく、これだけの規模の潜在的な市場が国内から失われ、さらに関連する産業の創出・育成が進

まないことになるといえる。言い換えると、中古 EV の輸出には短期的な経済効果が見込まれるが、

国内で EV 電池のサーキュラーエコノミーを形成することによる経済メリットがより大きくなると期待

されるため、長期的な観点で中古 EV の国内流通を促進し、その後に続くリユース・リサイクル市

場の育成を進めるべきである。 

 

 

図 3-2：EV電池のサーキュラーエコノミー市場規模の予測 

 

近年では、中古 EV や EV 電池のリユース・リサイクルについても将来的な市場拡大を見据えて、

多くの民間事業者が参入を図っている。表 3-3 に、サーキュラーエコノミーにおけるプロセスごとの

近年の動向を整理する（[88]～[101]）。図 3-3 には、同様の内容を模式的に図化して整理した。

EV 電池のサーキュラーエコノミー形成に当たっては、EV 電池の製造から利用までの段階、リユー

ス電池の製造から利用までの段階、リサイクルの段階のそれぞれにおいて、EV 電池を処理して次

のフェーズに送る役割を担う事業者と、網羅的に資源循環をサポートあるいは促進する役割を担

う事業者が想定される。前者に関しては、例えば車両・バッテリーの解体事業者や、リユース電池

の製造・組立事業者、リサイクル事業者等が想定され、後者に関しては物流事業者や、中古 EV

電池の価値評価に不可欠な電池診断技術を有する診断事業者などが想定される。 
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表 3-3：サーキュラーエコノミーの各プロセスにおける近年の民間企業の動向  

 

 

 

 

図 3-3：各プロセスにおける近年の動向のポイント 

 

中古 EV 利用に関してはこれまであまり導入サービスの実装が進んでいなかったものの、近年

関連事例近年の動向フェーズ

•株式会社オークネットが東京センチュリー株
式会社、三菱HCキャピタル株式会社と航続
距離保証付き中古EVリースサービス構築に
向けた基本合意書を締結（2024年12月）

•REVortex株式会社がEV車両向けバッテ
リー性能保証ならびに車両残価保証の提
供に関する実証を開始（2025年8月）

•航続距離の保証を付けた形での中古
EVリースやオークション出品サービスなど、
中古EVへの懸念の解消策を合わせた
導入サービスの実装が進む

•上記の保証には電池診断技術を組み
合わせる事例が増えている

中古EV
利用

• I-PEX株式会社が福岡県大野城市にてリ
ユース蓄電池システム製品の製造拠点の稼
働を開始（2025年6月）

•矢崎総業株式会社が車載電池のリユース
事業参入、リユース蓄電システム用製品の
実証試験を開始（2025年4月）

•電力系統への接続なども含めて、別の
用途でEV電池をリユースするための
様々な技術開発が進む

•一品一様のリユース電池製造から、将
来的な量産化を見据えた製造体制の
充実が進む

リユース

•パナソニックエナジー株式会社と住友金属鉱
山株式会社が正極材原料におけるリサイク
ルの運用開始を発表（2025年3月）

•実証段階を徐々に脱し始めており、将来
的なEV電池の流通増加を見込んだ事
業化、リサイクルプラントの建設が本格
的に進み始めた

リサイクル

•株式会社オークネットがMIRAI-LABO株式
会社とEV電池の性能/劣化診断を行う「自
動劣化診断ライン」の稼働を開始（2025
年7月）

•Solvvy株式会社が株式会社電知とAI診
断技術を活用した中古EVの航続距離保
証の実証実験を開始
（2025年2月）

•電池診断技術の開発競争が激化し、
保険・保証サービス等と組み合わせた事
業化の事例も増えている

•循環物流へのシフト、輸送時の安全
性と効率性の両立に向けた取り組みが
進む

•中古EVやリユース電池に対する保険・
保証サービスを事業化する事例が増え
ている

全体の
循環促進

従来の
傾向

EV利用 リユース リサイクル

近年の
トレンド

• 一品一様でニーズに合わせてカス
タマイズされたリユース電池を提供

• 中古EV電池の流通量が限られる
ことから設備投資が進まず

• 精錬プロセス等の個別の処理技
術の開発、実証が進む

• 中古EV電池の流通量が限られる
ことから設備投資が進まず

• 多くの企業・地方自治体が新車EV
の導入を試験的に進めるものの、
中古EV導入は進まず

• 事業者単独での動きが目立つ

• 将来的な量産化を見据えた
製造体制の構築

• 事業化、リサイクルプラントの
稼働決定事例が目立つ

• 航続距離保証等による不安の払拭を
通じた中古EVの普及が徐々に進む

• 電池診断技術と組み合わせたサービス
が増加傾向
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ではユーザーが EV 電池に対して抱える不安を払拭して中古 EV の導入・利用を促進するため、

例えば航続距離の保証を付けた形でのリース事業が複数の事業者により開始されている[88][89]。

その際には、電池診断技術を用いて中古 EV の劣化状態が事前に評価されていることが一般的

になりつつある。現時点では中古 EV のリセールバリューが非常に低い水準にあるため、リース事

業者にとっては調達コストを抑えられるメリットもある。 

リユース電池の製造・利用段階においては、JERA とトヨタ自動車の大容量スイープ蓄電システ

ム[73]に代表されるような、電力系統への接続も視野に入れた蓄電システムへのリユース活用技

術の開発が進められている。また、従来、リユース電池は限られた需要家のニーズに応じて、一品

一様で小規模に製造されることも多かったが、I-PEX が福岡県に使用済み EV 電池のリユース蓄

電池システムの製造拠点を開所するなど[90]、製造体制の充実が徐々に進んでいる。 

リサイクルに関しては中古 EV 電池の流通量が限られることなどから、これまでリサイクルプラント

の稼働事例が限られていたが、近年では実証試験を完了し、事業化を進める事業者が見られる

ようになってきた。JX 金属サーキュラーソリューションズでは、廃車載リチウムイオン電池に含まれ

るリチウムを対象に、世界最高水準となる 90%以上の回収率を実現できる新プロセスを開発したと

しており、2026 年度下期にプラントの稼働開始を見込んでいる[95]。他にも、2025 年 3 月にパナ

ソニックエナジーと住友金属鉱山がリチウムイオン電池の正極材原料におけるリサイクルの運用を

開始すると発表しており[92]、関東電化工業では住友金属鉱山との共同開発により、リサイクルプ

ロセスから発生したリチウム含有スラグ（精錬過程で生じる、リチウムを主成分とする副産物）を、

EV 電池の製造に再利用可能な高純度リチウム化合物として再資源化するためのリサイクルプラン

トの建設を 2027 年 10 月に完成すると発表している[96]。このように、徐々に事業化に至る事例が

増えている背景には、中古 EV 電池（廃電池）の流通量の将来的な増加への期待があると考えら

れる。 

EV 電池の資源循環を全体的にサポートあるいは促進する役割を担う事業者として、特に電池

診断技術を有する診断事業者の動きが活発化しており、大手企業からスタートアップ企業に至る

まで、数多くの企業が参入を図っている。また、近年では電池診断技術の進歩を背景に、電池診

断技術と親和性の高いサービスを組み合わせた形での実証や事業化が進んでいる。例えば

MIRAI-LABO ではオークネットと共同で、EV の車載状態におけるバッテリーの劣化診断を行う

「自動劣化診断ライン」の稼働を開始しており、独自のインピーダンス測定法を活用した 5 分以内

での電池診断を可能としたと発表している[93]。また、Solvvy は電知と業務提携し、EV 電池の AI

診断技術を活用した保証サービス「denchi.ai 航続距離保証」の実証実験を開始している[94]。本

事例のように、電池診断技術に関するビジネスは、単独での電池診断機器の売買それ自体が主

ではなく、保険・保証サービスや中古 EV、中古 EV 電池の価格査定など親和性の高いサービスと

組み合わせるパターンが主流になっていくと考えられる。なお、電池診断技術は状態の良い電池

と悪い電池の仕分けに用いられることが多いが、今後は例えば中古 EV 電池の有価取引などに用

途が拡大される可能性も高い。 

物流に関しては、いわゆる循環物流に代表される、資源循環促進に向けた取り組みが進められ

ている。例えば、商船三井、KDDI らは、リチウムイオンバッテリーの回収・資源循環の確立とサス

テナブルリサイクルの実現を掲げて、回収したバッテリーの適切な輸送や処理（高純度ブラックマ
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スの抽出・生成）、レアメタルの抽出、ブラックマスやレアメタルの成分・組成分析等を通じた検査

体制までを含む一連の体制構築に取り組んでいる[97]。また、ロジスティードでは、リチウムイオン

バッテリーの保管効率向上のため、オールスチール性耐火性コンテナ「LIB-CONTM」の開発を発

表している[98]。EV 電池を倉庫保管する際には、電解液の合計量によって貯蔵場所の構造や保

管方法等に制約が生じることから、このように安全性と輸送・保管効率の両立を図るための方法の

検討が進められている。 

また、近年では各プロセスにおける保険・保証サービスの重要性が増している。東京海上日動

火災保険では、自動車メーカーとインポーターを対象に新車 EV のバッテリー向け延長保証の提

供を 2025 年 5 月に開始した[99]。中古 EV を対象としているわけではないものの、このような取り

組みは、「製品・資源の長期利用を促進する」という観点でサーキュラーエコノミーに貢献するもの

である。MILAI-LABO はあいおいニッセイ同和損害保険と資本業務提携契約を締結し、中古 EV

電池の供給・診断から再生・二次流通を循環する仕組み構築に向けた取り組みを開始すると

2025 年 5 月に発表した[100]。損害保険ジャパンでは、SOMPO リスクマネジメント、日本カーソリュ

ーションズと、EV の駆動用バッテリーの保証付メンテナンスリースの実現に向けた協議を開始して

おり[101]、日本総合研究所主催の「BACE コンソーシアム」において検討を進めた事業モデルを

ベースに、同社主催の「EV 電池スマートユース協議会」[102]とも連携したサービスの実装を目指

す。 

EV 電池のサーキュラーエコノミー市場の規模は足元では小さいものの、大きなポテンシャルを

有しており、このように業種を跨いで多くの事業者が参入を図っている。政府が競争領域と協調領

域を明確にして、事業者間の競争を通じた優れたサービスや技術の創出を期待しながらも、EV

電池が有する安全性等に関するリスクを考慮した利用環境の整備を進めることが求められる。 
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３．３ 中古 EVの海外流出状況 

「１．２ EV 電池のサーキュラーエコノミー」で述べたように、わが国における EV 電池のサーキュ

ラーエコノミー形成を阻害している最大の要因として、中古 EV の海外流出が挙げられる。基本的

に EV 電池は中古 EV に搭載された状態で輸出されるため、中古 EV の海外流出はすなわち EV

電池の海外流出を意味する。本節では、中古 EV の海外流出状況を概観した上で、流出割合に

関する試算結果を示す。 

図 3-4 に、中古 EV の輸出台数推移を、図 3-5 に 2023 年と 2024 年の国別の輸出先割合を示

す[103]。輸出台数は、財務省の貿易統計において集計されるようになった 2017 年以降、基本的

には増加傾向にあり、2024 年は約 2 万台程度の中古 EV が輸出された。2023 年の輸出先割合と

してはロシアが最も多く、ニュージーランドと合わせて過半数を占めたが、2023 年 8 月に、ウクライ

ナ侵攻に伴い輸出禁止措置が拡大され、ロシアが中古 EV の輸出先から外れることとなった。

2024 年は 1 位の韓国でも全体に占める割合は約 16%に留まり、輸出先が広く分散したが、2023

年に比べて輸出台数の総数はほぼ変わっておらず、依然として輸出台数が減少に転じる傾向は

見られない。2 章でも述べたように、米国、欧州、中国を中心とする諸外国で保護主義的な政策が

推進されるようになると、諸外国が日本から中古 EV を輸入する動きが加速する可能性もある。 

 

 

 

図 3-4：中古 EVの輸出台数推移[103] 
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（A）2023 年（1～12月）               （B）2024年（1～12月） 

図 3-5：中古 EVの輸出先割合[103] 

 

このような状況を踏まえて、政府としても中古 EV の海外流出の抑制に課題感を持っているが、

その実態は正確に把握されていない。中古 EV の海外流出抑制のための対策を検討するにあた

っては、中古 EV の海外流出割合をはじめとする、流出の実態を踏まえた策を講じる必要がある。

流出割合を厳密に算出しようとすると、オークション関連企業等へのヒアリングなど綿密な調査が

必要になる。将来的にはそのような調査も政府主導で行われるべきと考えられるが、本節ではそ

の前段という位置づけで、統計データ等に基づき中古 EV の流出割合の試算を試みる。図 3-6 に

試算のフローを示す。 

 

【試算のフロー】 

① 各年の新車 EV 販売台数を統計データから取得する。 

② ①の新車 EV に、新車の乗り換え調査データに基づく、購入後経過年数ごとの中古化割合

を乗じて、各年に中古化する EV の台数を算出する。 

③ ②で算出した各年に発生する中古 EV 台数を合算して、各年における、その時点までの累

積中古 EV 台数（単年の台数ではなく、その年までの累積値）を算出する。 

④ 各年に輸出された中古 EV 台数を統計データから取得する。 

⑤ ④の輸出された中古 EV 台数について、各年時点での累積値（③と同じく、単年の台数では

なくその年までの累積値）を算出する。 

⑥ ③で算出した各年における累積中古 EV 台数を、④で算出した同年までの累積中古 EV 輸

出台数で除した割合を算出し、これを各年における中古 EV の海外流出割合と定義する。 

⑦ 各年の中古 EV 輸出台数に対して、EV１台当たりの電池に含まれるレアメタル（リチウム・ニッ

ケル・コバルト）量を乗じて各年の流出レアメタル量を算出し、さらにレアメタル単価を乗じて

流出資源価値を算出する。 
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図 3-6：中古 EV 流出割合の試算フロー 

 

①の新車販売台数に関しては、2018 年以降のデータを次世代自動車振興センターの統計デ

ータ[9]から、2017 年以前のデータ（千台単位の概算値）を経済産業省の総合エネルギー調査会

省エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ資料から引用

した[104]。②の経過年数ごとの中古化割合に関しては様々な調査がなされているが、本推計で

はナイルによる調査結果を参考にした[105]。調査対象は燃料種別を限定していないため、EV に

絞った場合の傾向と異なる可能性もあるが、現時点では EV に関するそのような調査結果が限ら

れることから本調査結果を参照した。また、実際には中古 EV が購入されて一定期間利用された

後、再度中古 EV として売却されるケースも想定されるが、そのような中古 EV の総数が全体に占

める割合は極めて小さいと考えられること、またその定量的な把握は難しいと考えられることから、

本試算ではこのようなケースは考慮しない。④では財務省貿易統計に基づき、中古 EV（BEV の

み）の輸出台数を引用した[103]。なお、財務省貿易統計では 2017 年以前は中古 EV の輸出台

数が集計されていない点に留意されたい。⑥で、各年の中古 EV の海外流出割合について、国

内で発生した中古 EV の台数と中古 EV の輸出台数のそれぞれに累積値を用いた理由として、単

年の数値のみで海外流出割合を試算した場合は割合の変動が大きく、年によっては 100%を超え

ることもあるため、海外流出割合の定量的な把握がしづらいことが挙げられる。各年に発生する中

古 EV の台数と中古 EV の輸出台数の変化が海外流出割合に及ぼす影響を平準化するため、本

試算ではこのような計算方法を採用した。⑦の EV1 台当たりに含まれるレアメタル量に関しては、

経済産業省「2050 年カーボンニュートラル社会実現に向けた鉱物資源政策」[106]を参照し、レア

メタル単価については先物価格を参考に一律で仮定した[107]。 

図 3-7 に、各年の新車 EV 販売台数、各年に発生した中古 EV 台数の試算結果、各年の中古

EV 輸出台数を示す。新車 EV 販売台数は 2021 年頃までは増減を繰り返しながらも全体としては

徐々に増加しており、2022 年頃からは軽自動車モデルのなどの登場の影響で大きく増加してお

り、中古 EV の発生台数はこのような傾向を受けて継続的に増加したと推定される。図 3-8 に、そ

れぞれの累積値を示す。2024 年時点での新車 EV 販売台数の累積値は約 40 万台、そのうち中

古化した EV は約 11 万台、輸出された中古 EV の台数は約 9 万 4 千台である。 

 

A年 B年 X年 Y年W年・・・

・・・

C年

Y年までの累積中古EV輸出台数

Y年までの累積中古EV台数
Y年時点での海外流出割合（台数）=

経過年数ごとの中古化割合を乗じて各年の中古EV発生台数を計算

X年までの累積中古EV輸出台数

X年までの累積中古EV台数
X年時点での海外流出割合（台数） =

W年までの累積中古EV輸出台数

W年までの累積中古EV台数
W年時点での海外流出割合（台数）=

EV販売台数 中古化台数 中古化台数 中古化台数EV販売台数EV販売台数



  

   Copyright (C) 2025 The Japan Research Institute, Limited. All Rights Reserved. 

    32/53 

 

 

図 3-7：新車 EV 販売台数・中古 EV 台数・中古 EV 輸出台数の推移 

 

 

（A）新車 EV 販売台数を含む推移（2009年～2024年） 
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（B）中古 EVのみの推移（2016年～2024年） 

図 3-8：新車 EV 販売台数・中古 EV 台数・中古 EV 輸出台数の累積値推移 

 

図 3-9 に、各年における中古 EV の海外流出割合の推移を示す。海外流出割合は一貫して増

加傾向にあり、2017 年時点では約 20%に留まっていたが、2019 年には 50%を上回り、2024 年時

点では約 83%となった。なお、2017 年以前にも財務省の貿易統計で集計されていないだけで一

定量の中古 EV が輸出されていたことを考えると、実態の割合はさらに高い可能性もある。あくまで

も、本試算シナリオに沿った場合の結果である点に留意されたい。 

 

図 3-9：累積中古 EV 台数と累積輸出台数に基づく各年時点における中古 EV輸出割合 
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7～8 割の中古 EV が海外に流出しているということは、傾向として車種やバッテリー種別、年式

などに依らず中古 EV 全般の流出が進んでいると推測される。中古 EV の購入が国内で進まない

最大の理由として、ネクステージの調査[108]では、図 3-10 に示すように「バッテリーの消耗具合」

への不安が挙げられている。この結果と合わせて考えると、ユーザーが EV 電池の残存性能や安

全性に対して懸念を有していることが中古 EV の購入を阻害しており、海外に安く“買いたたかれ

ている”構造が見えてくる。その根本的な原因としては、中古 EV の電池の劣化状態が分からない

状態での購入を余儀なくされる、いわば“中古 EV ガチャ”とでも呼ぶべき状態にユーザーが陥っ

ていることが挙げられる。言い換えると、EV 電池の劣化状態をユーザーにも分かりやすく可視化・

定量化することができれば中古 EV の購入・利用が国内でも進む可能性があると考えられる。その

鍵となるのは、電池診断技術であろう。ユーザーが電池診断技術を利用しやすい環境が整備され

れば、簡易な電池診断技術を用いて中古 EV の残存性能や安全性をユーザーが把握でき、中古

EV の利用に対する不安の解消や適正なリセールバリューの設定に寄与すると考えられる。 

 

 

図 3-10：中古 EVの購入を検討する際の最も気になる点のアンケート結果[108] 

 

 図 3-11 に流出レアメタル量の試算に基づく流出資源価値の推計結果を示す。例えば 2024 年

では海外に流出したリチウム・コバルト・ニッケルの価値が合計で 40 億円弱、2017 年以降の累計

では約 175 億円と推計される。重量に換算すると、2017 年以降で約 4,300t ものレアメタルが流出

したことになる。流出資源価値は中古 EV の輸出台数と資源価格に比例するため、中古 EV の輸

出台数の増加と、保護主義的な政策と連動した資源価格の上昇が重なると、近い将来に年間で

100 億円規模の価値の資源が流出する可能性もある。 

この結果は、裏を返せば、中古 EV の海外流出を抑制することにより、これだけの量の資源が国

内で有効に再利用できる可能性もあることを意味する。中古 EV の海外流出抑制策の実施に加え

て、リユース・リサイクルの国内における処理能力を整備することにより、いわば“EV 鉱山”と呼ぶ

べき都市鉱山の有効利用が可能になると考えられる。 
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図 3-11：中古 EVの輸出台数に基づく流出資源（レアメタル）価値の推移 
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４． わが国の EV電池のサーキュラーエコノミー形成に関する現在地点の整理 

４．１ サーキュラーエコノミー形成のシナリオ 

 本章では、2 章と 3 章で概観した諸外国とわが国の動向を踏まえて、わが国におけるサーキュラ

ーエコノミー形成に関して想定されるシナリオを示し、“現在地点”を整理する。 

図 4-1 に、わが国におけるサーキュラーエコノミー形成において想定されるシナリオを示す。3

章で述べたように、現状では約 8 割の中古 EV が海外に流出していると推測され、そこでサーキュ

ラーエコノミーのプロセスが分断されている状況である。しかし、中古 EV の海外流出を抑制するこ

とができ、かつリユース・リサイクルにおける必要な処理能力を国内で確保することができると、リユ

ース・リサイクル市場が形成され、中古 EV 市場と合わせてサーキュラーエコノミー市場が形成され

ることになる。図 3-2 に示した市場規模の予測結果にも示されるように、中古 EV 市場が一定の規

模に成長した後、時間的な遅れを伴ってリユース市場、リサイクル市場が段階的に拡大すると予

測される。さらに、こうした市場形成に伴い、新たな事業や新規技術の創出、既存事業の高機能

化や機能拡張といった波及効果が期待される。中古 EV の輸出には短期的な経済メリットが伴う

が、潜在的な市場規模と比較した上で、リユース市場・リサイクル市場を長期的な観点から形成す

ることにより、相対的により大きな経済メリットの獲得が期待できる。 

 

 

図 4-1：サーキュラーエコノミー形成のシナリオと期待される波及効果 
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４．２ 政府・地方自治体・民間企業の“現在地点” 

EV 電池のサーキュラーエコノミー形成に向けて、政府、地方自治体、民間企業のそれぞれがこ

れまでに取り組んできたこと（過去）、足元の課題（現在）、および今後取るべきアクション（未来）を

表 4-1 に整理する。 

 

表 4-1：政府・地方自治体・民間企業のこれまでの動向・課題・今後取るべきアクション 

 

 

3 章でも概観したように、政府は国家戦略としてサーキュラーエコノミーへの移行を進めており、

その背景には、産業競争力強化、経済安全保障等に対して有効な経済モデルとしての期待があ

る。それに加えて、図 2-4 に示したように、日本のサーキュラーエコノミー市場規模は 2030 年に

80 兆円を上回ると予測されており、その経済効果への期待もある。政府はこれまでに、サーキュラ

ーエコノミー推進に向けた基本的な方針を打ち出しており、さらに EV 導入をはじめとする実証・技

術開発等への支援を行ってきた。一方で、中古 EV の海外流出に関しては未だ十分に実態を把

握できておらず、具体的な対策を実施できていない。この点については中古 EV の海外流出の実

態の詳細な把握とそれに基づく効果的な対策の立案が必要である。さらに、そこから推計される

サーキュラーエコノミー形
成に向けたアクション

現状の課題これまでの取り組み
サーキュラーエコノ
ミー形成の動機

• 中古EVの海外流出実
態の把握と対策実施に
加え、リユース・リサイクル
に必要な国内処理能
力を把握し民間企業
と連携して確保する

• 地方自治体・民間企
業の取り組み同士を有
機的に連携させるため
の方針を政策的に示
す

• 中古EVの海外流出実
態を把握できておらず、
具体的な対策を打てて
いない

• 中古EVの海外流出
抑制、リユース・リサイク
ル市場創出に向けて、
地方自治体・民間企
業と連動した具体施
策や方法が提示でき
ていない

• 循環経済ビジョン等に
おいてサーキュラーエコ
ノミーへの転換を基本
方針とする政策の打ち
出しを実施

• 地方自治体や民間企
業向けに、EV導入やリ
ユース・リサイクルに関
する補助金等を導入し、
本分野の技術開発支
援等を実施

• 産業競争力の
強化、経済安全
保障等に対する
貢献への期待

• 2030年に80兆
円を上回るとされ
る、サーキュラーエ
コノミー市場の経
済効果への期待

政府

• 国の政策と連動しなが
ら、パートナー探索・他
地域との連携等を通じ
て、地域で補完できな
い機能や技術を確保
する

• 単発的な実証に留ま
る取り組みが多く、技
術または事業性に関す
る課題が残るケースが
散見される

• 国の方針を受けて、
サーキュラーエコノミー形
成に資する実証を民
間企業と連携して個
別的に実施

• 一部の地方自治体で
は資源循環プロセス
全体を網羅する取り
組みも進められている

• 地域経済の活
性化、地域課題
の解決の手段と
しての期待地方

自治
体

• ユーザーの中古EV及
び中古EV電池への不
安を取り除くため、電
池診断技術等を活用
したサービスを提供する

• 中古EVや中古EV電
池の流通量を把握し
ながらコスト競争力の
ある技術開発・設備
導入を進める

• 中古EVの導入を躊躇
するユーザーに対して
安心感を提供できる
サービスが少ない

• リユース・リサイクルに関
する技術開発や事業
化が進むものの、中古
EV電池の流通量が限
られるため設備投資が
なかなか進まない

• EV導入やリユース・リサ
イクル関連の実証が進
み、一部では事業化
に至る事例も見られる

• 電池診断技術の開発
や実用化、データ連携
基盤の構築等が進む

• 本分野に関連す
る技術・ノウハウ
を活用した新規
ビジネス参入への
期待民間

企業
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中古 EV 電池の流通量等に基づき、受け皿となる国内でのリユース・リサイクルに必要な処理能力

を明確にして、民間企業と連携しながら処理能力の整備・拡充を図ることも求められる。また、地

方自治体や民間企業が積極的に取り組んでいる実証的な取り組みを単発的な形で終わらせず

有機的に連動させ、“点の動き”を“線の動き”に、そして将来的には“面の動き”に変えるべく、資

源循環プロセスに組み込む動きを政策的に示す必要がある。 

地方自治体においても、地域経済の活性化、地域課題の解決を図ることなどを主な目的として、

そのための有効な手段としてサーキュラーエコノミーを位置付けている。資源循環プロセス構築に

向けた実証的な取り組みが各地で積極的に進められているが、その中には単発的な実証に留ま

り事業化に至らないケースも散見される。その原因の一つには、特定の地域内では資源循環プロ

セスを網羅的に構築するのが難しい場合が多いことが挙げられる。資源循環プロセスを実現する

には、EV 電池の製造からリサイクルに至るまでの各プロセスで、優れた技術と事業参入の意向を

有する事業者が必要となるが、必ずしも特定の地域内でそのような事業者が揃わない場合もあり、

その際には前後のプロセスとの結節やネットワーク化が求められる。地域で補完できない資源循

環機能を明確にして、パートナーとなる地域あるいは民間企業の探索に対する支援制度や仕組

みが求められる。 

民間企業では、関連する既存の技術やノウハウをベースとして、本分野における新規事業のチ

ャンスを狙い、参入を検討している事業者が数多く存在している。これまでに、EV導入、リユース、

リサイクルのそれぞれの段階において様々な実証事業が実施されており、一部では事業化に至っ

た事例も見られる。一方で、中古 EV 電池の流通量が限られるためその安定的な確保が難しく、

設備投資が進まないためにリユース・リサイクル段階での電池処理の効率化が進まない状況であ

り、事業採算性に課題が残る場合が多い。この点では、中古 EV の海外流出抑制の状況を踏まえ

ながら、将来的な中古 EV 電池の流通量予測等を踏まえて、それに見合ったコスト競争力のある

技術開発・設備投資を図ることが求められる。また、地方自治体の取り組みと同様に、単発的な動

きに留まる実証事例も散見されるため、地方自治体や他企業と連携し、自社が有していない資源

循環に必要な機能を補完することが求められる。 
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４．３ 市場形成の“現在地点”  

 表 4-2 に、中古 EV 市場、リユース市場、リサイクル市場のそれぞれについての現状の課題と今

後期待される変化を整理する。 

 

表 4-2：サーキュラーエコノミー市場の現状の課題と今後期待される変化 

 

 

中古 EV 市場は、現状では輸出を中心として小規模な市場が形成されているに留まり、ユーザ

ーの中古 EV 電池への不安がネックとなって市場の拡大が進んでいない状況である。中古 EV の

リセールバリューの水準も極めて低く、適正に評価されているとは言い難い。市場の拡大に向けて

は、電池診断技術の活用や保険・保証サービスの組み合わせ等によるユーザーの不安の解消と、

中古 EV のリセールバリューの向上による国内での中古 EV 活用促進が不可欠である。また、中

古 EV の海外流出状況や、流出抑制が進んだ後の国内における中古 EV 流通量を詳細に把握

し、国内でのリユース・リサイクルに必要な処理能力を把握することが、リユース・リサイクル市場と

の円滑な結節のために重要である。 

リユース市場においては、中古 EV 電池の流通量が限られることや、現時点ではニーズが限定

的であることから、需要家の要求に応じてカスタマイズされた製品が提供されるケースが多く、これ

がリユース電池の新品電池に対するコスト競争力の低さに繋がっている。また、中古 EV 市場と同

様に、中古 EV 電池の残存性能や安全性に対してユーザーが不安を抱えているという課題もある。

このような状況を打破するためには、①リユース電池の製造コスト削減による価格競争力の向上、

②リユース電池を活用するためのインセンティブの導入、の 2 点が効果的である。①に関しては、

期待される変化現状の課題フェーズ

• 電池診断技術の活用や保険・保証サービスの
組み合わせによる中古EVのリセールバリュー
の向上

• 上記施策によるユーザーの中古EVに対する不
安の解消

• 中古EVの海外流出抑制と、それに伴う中古
EVの国内活用促進及びリユース・リサイクル
プロセスとの結節

• 中古EVの価値が適正に評価されておら
ず、リセールバリューが低い水準にある

• ユーザーのEV電池への不安がネックと
なっており、中古EVの利用が進まない

• 中古EVの8割程度が海外に流出してい
ると推計され、国内市場の形成が進ん
でいない

中古EV
市場

• 中古EVの海外流出抑制による中古EV電池
の流通量確保

• リユース電池仕様の統一・標準化による製造
コスト削減、価格競争力向上

• リユース電池を利用することの非経済的な価
値の定量的評価と経済価値への転嫁の仕組
み構築

• 中古EV電池の流通量が限られており、
回収ルートも統一されていない

• 需要家の要求に応じてカスタマイズされた
製品の提供が主流であり、新品に比べて
コスト競争力が低い

• ユーザーがリユース電池の安全性や残存
性能に対して不安を抱いている

リユース
市場

• 中古EVの海外流出抑制による中古EV電池の
流通量の確保

• 欧州をはじめとする諸外国の動向を踏まえた現
実的なリサイクル目標の設定

• リサイクル技術の進展や、中古EV電池の安定
確保によるリサイクルの経済性向上

• 中古EV電池の流通量が限られている

• 欧州の蓄電池リサイクル目標等の政策に
追従する形で、リサイクルに関する義務
化・目標設定が進む可能性あり

• 一部で事業化が進むが、設備投資に
至った事例はまだ限られる

リサイクル
市場
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例えば製造するリユース電池仕様の統一化・標準化等の方法を通じて製造の効率化を図り、製

造コストを下げることが考えられる。②に関しては、新品電池の代わりにリユース電池を利用すると

いう行動が資源循環に貢献するという観点から、リユース電池のユーザーにインセンティブを付与

する仕組みの構築が求められる。 

リサイクル市場においても、リユース市場と同様に中古 EV 電池の流通量が限られることが原因

となって設備投資がなかなか進まない状況にある。また、欧州では蓄電池のリサイクルに関する数

値目標が設定されていることから、今後、わが国においても同様の動きが進む可能性が高い。こ

れらの課題に対して、中古 EV の海外流出抑制やそれに伴うリユース市場の形成、バッテリー回

収網の構築・拡大を通じた、リサイクル対象となる中古 EV 電池の安定的な確保が必要となる。ま

た、リサイクル目標に関して、欧州では達成が厳しいという見方をされることも多いため、市場の実

態やリサイクル技術の水準に応じた現実的な目標設定が望まれる。 

このように、市場形成の観点では中古 EV の海外流出が中古 EV 市場、リユース市場、リサイク

ル市場それぞれの形成を阻害しているため、海外流出の抑制が市場形成の前提条件となる。中

古 EV に対するユーザーの不安が解消されれば、中古 EV のリセールバリュー向上に伴い中古

EV 市場の拡大が進み、国内での中古 EV 電池の流通量が増えることでその先のリユース・リサイ

クル市場の形成にもつながると考えられる。EV電池の海外流出の抑制は民間企業や地方自治体

のみでは難しく、政府が主導して具体的な対策を打つ必要がある。 
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５．国内の EV電池のサーキュラーエコノミー市場形成に向けた提言 

国内で EV 電池のサーキュラーエコノミーを形成するためには、①車両・バッテリーの解体、リユ

ース、リサイクルといった各プロセスにおける処理能力の向上や効率化に資する技術の開発と事

業採算性の確保、②EV 電池の循環を網羅的に促進させるための仕組みづくり、の 2 つの観点が

求められる。①について、例えば技術的には、車両やバッテリーの解体を自動化・効率化するた

めのプロセスの確立や、リユース電池の効率的な組立技術やモニタリング技術、リサイクルにおけ

る精錬効率の向上に資する技術の開発等が挙げられる。また、事業採算性の確保という観点で

は、中古 EV 電池の回収網をリユース・リサイクル事業者が構築することにより一定のスケールメリ

ットを確保することや、将来的な需要を見据えた設備投資の実施などがその手段として挙げられる。

このような取り組みは既に様々な民間企業により精力的に進められており、前述のように一部では

既に事業化に至る動きも見られている。また、本論では触れなかったが、EV 用充電インフラの整

備促進など、EV の普及に必要とされる施策の多くもここに位置づけられる。 

ただし、このような各プロセスにおける個別の課題解決のみでは不十分であり、中古 EV の海外

流出を抑制し、資源循環プロセスを構築するには②の取り組みもまた重要となる。この点について、

以下のような施策を提案する。 

 

（１）リユース・リサイクル市場形成に向けた普及政策の策定 

政府としてはサーキュラーエコノミーへの移行を掲げており、地方自治体でもそれに連動して個

別の実証的な取り組みが進められている。地方自治体を中心とする個別の取り組みが、実証に留

まらず事業化のフェーズに進めるように、政府としてはリユース・リサイクルに向けた実効性のある

普及政策を策定することが望まれる。特に、リユース市場やリサイクル市場の形成には、供給側の

事業者のみならず、需要側の事業者が中古 EV やリユース電池を活用しやすい環境・制度設計

が必要となる。従来の政策をベースとして、地方自治体や民間企業の取り組みが大局的な資源

循環プロセスの中でどの部分にマッピングされるのかを明確にするとともに、パートナーの探索支

援などを通じて、特定の地域・企業では補完できない機能を確保するための支援や方法論の提

示をすることが効果的であると考えられる。 

 

（２）電池診断技術の利用・運用方針の整備 

電池診断技術の開発競争が激化しており、様々なツールが登場している。このように多様な電

池診断技術が実用化されることは、基本的にユーザーにとっても望ましいことである。しかし、現状

では各診断事業者が個別に技術開発を進めている状況であり、各電池診断技術の診断結果の

再現性や、複数の診断技術同士の関係性・互換性が不明瞭であり、統一的な利用・運用方針が

規定されていない。また、電池診断技術によっては、容量や安全性に関する診断結果の算出方

法が明示されていない場合もあり、中古 EV やリユース電池のユーザーにとっては、その解釈が難

しい場合がある。 

このような状況から、様々な電池診断技術を活用するための統一的な利用・運用方針の整備が

求められる。数多くの電池診断技術について、計測することが可能である性能（容量、出力、安全

性）、主に想定されるユースケース、設備・機材に関する制約条件などを一定の基準に基づき体
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系的・網羅的に整理することで、二次利用者にとって電池診断技術を適切に選定・活用できる環

境が整備される。このような環境整備が進むと、例えば中古 EV 電池の有価取引など新たな用途

にも電池診断技術を活用しやすくなる。ただし、無分別な規格化・標準化は開発競争を妨げ、電

池診断技術の市場をシュリンクさせる要因にもなり得るため、あくまでも様々な電池診断技術の特

長を活かすような使い分け方に焦点を当てた環境整備が望ましい。また、一部で既に取り組みが

進められているが、診断結果を踏まえて中古 EV 電池の寿命を予測評価する技術の開発も同様

に重要である。 

 

（３）中古 EV やリユース電池が有する非経済価値の評価指標の構築 

 中古 EV やリユース電池の利用を阻害する要因の一つとして、ユーザーの行動がサーキュラー

エコノミーの実現にどれだけ貢献したかを定量的に測るための尺度が存在しないことが挙げられ

る。サーキュラーエコノミーに貢献するユーザーの行動を評価する尺度があれば、ユーザーが中

古 EV やリユース電池を利用する行動そのものを評価し、それを経済的な価値に転嫁することで

利用の動機を生み出すことができる。 

そこで、ユーザーのサーキュラーエコノミーに貢献する行動、例えば中古品の購入や稼働率の

向上、長寿命化に資するメンテナンス・リファービッシュ等の行動を評価することが可能な、新たな

指標を構築し、社会に実装していくことがサーキュラーエコノミーの形成に効果的であると考えら

れる。このような指標に基づき、中古 EV やリユース電池が有する非経済的な価値が可視化される

と、例えば評価結果に基づく補助金の提供や、クレジット化などのインセンティブを導入することが

可能になる。 

 

（４）中古 EV とリユース電池のユーザーの発掘・需要開拓 

 中古 EV の海外流出が抑制されるためには、多くのユーザーが中古 EV やリユース電池をリーズ

ナブルに、かつ安心して利用できる状況が求められる。しかし、現状では中古 EV やリユース電池

は電池の残存性能や安全性への不安から利用が進まず、またリユース電池に関しては新品と比

較して価格競争力が低いという課題もある。 

このような状況を打破するには、市場形成の初期段階におけるユーザーの発掘が不可欠であり、

（３）に記載した非経済価値の評価指標のインセンティブへの活用なども検討しながら、中古 EV

やリユース電池のユーザーを開拓する必要がある。特に、リユース電池の利用が一般的になるま

では敬遠するユーザーも多いため、例えば地方自治体なども巻き込みながら戦略的に需要開拓

を進めるべきである。 

 

（５）「加工貿易型サーキュラーエコノミー」の形成 

国内の市場でサーキュラーエコノミーが形成されることにより、地政学リスクの影響を抑制しなが

ら EV 電池の価値を最大限に活用することが可能となる。そして、その発展形として、「加工貿易型

サーキュラーエコノミー」の形成を提案する。これは、国内外から使用済み電池やブラックマスを受

け入れ、国内で再資源化し、車載・定置用蓄電池の国内需要を満たした上で、余剰の再生材を

輸出して収益化するというモデルである。国外からの使用済み電池やブラックマスの輸入には高
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い調達リスクが伴うが、もし今後、安定的な輸入が可能な状況になれば検討の余地がある。国内

でのサーキュラーエコノミー形成が優先されるが、ブラックマスの処理能力が中国に集中している

点などの地政学的リスクを考慮した追加的な対策という位置づけで本内容を提案する。 

 

なお、各提言の内容に関して、主に想定される実施者を表 5-1 に示す。いずれの提言も政府

が関わることを前提としており、また（２）～（５）には民間企業や業界団体が政府と連携して関わる

ことが必要となる。 

 

表 5-1：各提言の内容に関して想定される実施者 

 

 

このような制度・環境の整備によりサーキュラーエコノミーの形成が進むことは、EV 電池の製品

あるいは資源としての価値の最大化につながるだけでなく、その他の製品や資源のサーキュラー

エコノミー実現の先駆的なモデルになる可能性も秘めている。保護主義的な政策が世界各国で

進み、地政学的なリスクが高まっている今こそ、“EV 鉱山”の活用を通じた EV 電池のサーキュラ

ーエコノミー形成を進めなければならない。 

 

  

民間企業
・業界団体

地方自治体政府提言

○（１）リユース・リサイクル市場形成に向けたロードマップの策定

○○（２）電池診断技術の統一的な利用基準・運用方法の整備

○○（３）中古EVやリユース電池の非経済価値の評価指標の構築

○○○（４）中古EVとリユース電池のユーザーの発掘・需要開拓

○○○（５）「加工貿易型サーキュラーエコノミー」の形成
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